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新 旧

用地調査等業務共通仕様書

R6.4.1改正

第９条 この仕様書によって履行する用地調査等業務は、次の各号に定めるところにより行うものと

する。

一 用地測量は、測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３３条の規定に基づく国土交通省公共測

量作業規程によるもののほか、この仕様書に定めるところによるものとする。

二 建物は、表１により木造建物〔Ⅰ 、木造建物〔Ⅱ 、木造建物〔Ⅲ 、木造特殊建物、非木造〕 〕 〕

建物〔Ⅰ〕及び非木造建物〔Ⅱ〕に区分する。

表１ 建物区分

区 分 判 断 基 準

軸組（在来）工法土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、

により建築されている専用住宅、共同住宅、店舗、事務所、工場、倉庫等の
木造建物〔Ⅰ〕

建物で主要な構造部の形状・材種、間取り等が一般的と判断される平家建又

は二階建の建物

軸組（在来）工法土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、

により建築されている劇場、映画館、公衆浴場、体育館等で主要な構造部の
木造建物〔Ⅱ〕

形状・材種、間取り等が一般的でなく、木造建物〔Ⅰ〕に含まれないと判断

されるもの又は３階建の建物

土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、ツーバイフォー工
木造建物〔Ⅲ〕

法又はプレハブ工法等軸組（在来）工法以外の工法により建築された建物

軸組（在来）工法木造特殊建物 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、

により建築されている神社、仏閣、教会堂、茶室、土蔵造等の建物で建築に

特殊な技能を必要とするもの又は歴史的価値を有する建物

非木造建物 Ⅰ 柱、梁等の主要な構造部が木材以外の材料により建築されている鉄骨造、鉄〔 〕

、コンクリートブロック造等の筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造

建物

石造、レンガ造及びプレハブ工法により建築されている鉄骨系又はコンクリ非木造建物 Ⅱ〔 〕

ート系の建物

第９条 この仕様書によって履行する用地調査等業務は、次の各号に定めるところにより行うものと

する。

一 用地測量は、測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３３条の規定に基づく国土交通省公共測

量作業規程によるもののほか、この仕様書に定めるところによるものとする。

二 建物は、表１により木造建物〔Ⅰ 、木造建物〔Ⅱ 、木造建物〔Ⅲ 、木造特殊建物、非木造〕 〕 〕

建物〔Ⅰ〕及び非木造建物〔Ⅱ〕に区分する。

表１ 建物区分

区 分 判 断 基 準

以下のいずれかに該当する建物

土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、 により・ 軸組工法

建築されている専用住宅、共同住宅、店舗、事務所、工場、倉庫等の建物

木造建物〔Ⅰ〕 で主要な構造部の形状・材種、間取り等が一般的と判断される平家建又は

二階建の建物

・主要な構造部に木材を使用し、ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工

法により建築されている専用住宅で平屋建又は２階建の建物

土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、 により建軸組工法

築されている劇場、映画館、公衆浴場、体育館等で主要な構造部の形状・材
木造建物〔Ⅱ〕

種、間取り等が一般的でなく、木造建物〔Ⅰ〕に含まれないと判断

されるもの又は３階建の建物

木造建物〔Ⅰ〕及び木造建物〔Ⅱ〕以外の建物木造建物〔Ⅲ〕

木造特殊建物 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、 により建軸組工法

築されている神社、仏閣、教会堂、茶室、土蔵造等の建物で建築に特殊な技

能を必要とするもの又は歴史的価値を有する建物

非木造建物 Ⅰ 柱、梁等の主要な構造部が木材以外の材料により建築されている鉄骨造、鉄〔 〕

若しくはコンクリートブロック筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造

造の建物又は鉄鋼系プレハブ工法（軽量鉄骨造）により建築されている専用

の建物住宅若しくは共同住宅

非木造建物〔Ⅰ〕以外の建物（石造、レンガ造等の建物又は鉄鋼系プレハブ非木造建物 Ⅱ〔 〕

工法（重量鉄骨造 、コンクリート系プレハブ工法等により建築されてい）

る建物）



新 旧

（施行上の義務及び心得）

第１０条 受注者は、用地調査等業務の実施に当たって、関連する関係諸法令及び条例等のほか、次

の各号に定める事項を遵守しなければならない。

、 。一 自ら行わなければならない関係官公署への届出等の手続きは 迅速に処理しなければならない

二 用地調査等業務で知り得た の事情及び成果物の内容は､他に漏らしてはならない。権利者等

三 用地調査等業務は補償の基礎となる権利者の財産等に関するものであることを理解し、正確か

つ良心的に行わなければならない。また、実施に当たっては、 に不信の念を抱かせる言権利者等

動を慎まなければならない。

四 から要望等があった場合には、十分にその意向を把握したうえで、速やかに、監督職権利者等

員に報告し、指示を受けなければならない。

（施行上の義務及び心得）

第１０条 受注者は、用地調査等業務の実施に当たって、関連する関係諸法令及び条例等のほか、次

の各号に定める事項を遵守しなければならない。

、 。一 自ら行わなければならない関係官公署への届出等の手続きは 迅速に処理しなければならない

二 用地調査等業務で知り得た の事情及び成果物の内容は､他に漏らしてはならない。権利者側

三 用地調査等業務は補償の基礎となる権利者の財産等に関するものであることを理解し、正確か

つ良心的に行わなければならない。また、実施に当たっては、 に不信の念を抱かせる言動権利者

を慎まなければならない。

四 から要望等があった場合には、十分にその意向を把握したうえで、速やかに、監督職員権利者

に報告し、指示を受けなければならない。

（個人情報の取扱い）

第３０条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、用地調査等業務実施についての個人情報の

取扱いに当たっては 個人の権利利益を侵害することのないよう 個人情報の保護に関する法律 平、 、 （

、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５成１５年法律第５７号）

等関係法令のほか、発注者が別途定める取扱いに基づき、個人情報の漏洩、滅失、改ざん又８号）

は毀損の防止その他の個人情報の を講じなければならない。適切な管理のために必要な措置

（保険加入の義務）

第３４条 受注者は、雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号 、労働者災害補償保険法（昭和２２）

年法律第５０号 、健康保険法（大正１１年法律第７０号）及び厚生年金保険法（昭和２９年法律）

第１１５号）の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保

険に加入しなければならない。

２ 受注者は、現場作業が発生する場合は、法定外の労災保険に付さなければならない。

（保険加入の義務）

第３４条 受注者は、雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号 、労働者災害補償保険法（昭和２２）

年法律第５０号 、健康保険法（大正１１年法律第７０号）及び厚生年金保険法（昭和２９年法律）

第１１５号）の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保

険に加入しなければならない。

（個人情報の取扱い）

第３０条 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、用地調査等業務実施についての個人情報の

取扱いに当たっては 個人の権利利益を侵害することのないよう 個人情報の保護に関する法律 平、 、 （

） 、 、 、成１５年法律第５７号 等関係法令のほか 発注者が別途定める取扱いに基づき 個人情報の漏洩

滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の を講じなけ安全管理のために必要かつ適切な措置

ればならない。

（成果物）

第２４条 受注者は、用地調査等業務の実施に当たり、業務区分に基づき必要な成果物を提出するも

のとする。

２ 前項の成果物は、別記２成果物一覧表によるものとする。

３ 成果物は、第６章から第１１章に係るものについては所有者ごとに、その他のものについては別

記２成果物一覧表に定めるものを除き種類別に編集し、表紙（様式第１）に年度、箇所（地区）

名、業務の名称、発注者の名称及び受注者の名称等を記載するとともに、目次を付したうえで作成

するものとする。

４ 受注者は、成果物の作成に当たり使用した調査表等の原簿を契約書第５３条に定める契約不適合

責任期間保管し、監督職員が提出を求めたときは、これらを提出するものとする。

（成果物）

第２４条 受注者は、用地調査等業務の実施に当たり、業務区分に基づき必要な成果物を提出するも

のとする。

２ 前項の成果物は、別記２成果物一覧表によるものとする。

３ 成果物は、第６章から第１１章に係るものについては所有者ごとに、その他のものについては別

、 （ ） 、 （ ） 、記２成果物一覧表に定めるものを除き種類別に編集し 表紙 様式第１ に年度 箇所 地区 名

、容易に業務の名称、発注者の名称及び受注者の名称等を記載するとともに、目次を付したうえで

取り外すことが可能な方法により ただし、綴る用紙が少ない場合は、複数の作成するものとする。

成果物を合わせて作成することができるものとする。

４ 受注者は、成果物の作成に当たり使用した調査表等の原簿を契約書第５３条に定める契約不適合

責任期間保管し、監督職員が提出を求めたときは、これらを提出するものとする。
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（木造建物）

第７６条 木造建物〔Ⅰ〕の 建物移転料算定要領（平成２８年３月１１日付け国土用第７６調査は、

別添一木造建物調査積算要領（以号土地・建設産業局総務課長通知（以下「建物要領」という ）。）

により行うほか、別記５木造建物調査算定要領により行うものとす下「木造建物要領」という ）。

る。

２ 木造建物 Ⅱ 及び木造建物 Ⅲ の調査は 別記５木造建物調査算定要領 以〔 〕 〔 〕 、 （木造建物要領及び

下「木造建物要領等」という ）を準用して行うほか、当該建物の推定再建築費の積算が可能とな。

るよう行うものとする。

３ 前２項の実施に当たっては、基準要領第７条 補正項目に係る建物の各部位の補修等のに規定する

有無を調査するものとする。

（建物等の配置図の作成）

第８５条 建物等の配置図は、前節の調査結果を基に次の各号により作成するものとする。

七 図面中に次の事項を記入する。

イ 敷地面積

ロ 用途地域

ハ 建ぺい率

ニ 容積率

ホ 建築年月

・建築工法ヘ 構造概要

ト 床面積（用途階層別の床面積及び建物延べ床面積）

チ 建築面積（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に定める建築面積をいう ）。

七 図面中に次の事項を記入する。

イ 敷地面積

ロ 用途地域

ハ 建ぺい率

ニ 容積率

ホ 建築年月

ヘ 構造概要

ト 床面積（用途階層別の床面積及び建物延べ床面積）

チ 建築面積（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に定める建築面積をいう ）。

（建物等の配置図の作成）

第８５条 建物等の配置図は、前節の調査結果を基に次の各号により作成するものとする。

（木造建物）

第９８条 木造建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごとに第８７条で作

成した図面及び調査書を基に、木造建物〔Ⅰ〕については木造建物要領等により、当該建物の推定

再建築費を積算するものとする。

なお、木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕の推定再建築費の積算に当たっては、 第木造建物要領

２条第３項に定めるところによるものとする。

２ 木造建物の補償額の算定は、監督職員から指示された移転工法に従い、建物要領により行うもの

とする。

（木造建物）

第９８条 木造建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごとに第８７条で作

成した図面及び調査書を基に、木造建物〔Ⅰ〕については木造建物要領等により、当該建物の推定

再建築費を積算するものとする。

木造建物要領 軸なお 木造建物 Ⅱ 及び木造建物 Ⅲ の推定再建築費の積算に当たっては、 〔 〕 〔 〕 、 〔

組工法〕第２条第３項又は木造建物要領〔ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法〕第２条第

に定めるところによるものとする。３項のいずれか

２ 木造建物の補償額の算定は、監督職員から指示された移転工法に従い、建物要領により行うもの

とする。

（木造建物）

第７６条 木造建物〔Ⅰ〕の 建物移転調査は、軸組工法により建築されている木造建物にあっては、

料算定要領（平成２８年３月１１日付け国土用第７６号土地・建設産業局総務課長通知（以下「建

別添一の一木造建物調査積算要領〔軸組工法 （以下「木造建物要領〔軸組工物要領」という ）。） 〕

法 」という ）により行うものとし、ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法により建築さ〕 。

れている木造建物にあっては、建物要領別添一の二木造建物調査積算要領〔ツーバイフォー工法又

は木質系プレハブ工法 （以下「木造建物要領〔ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法 」〕 〕

により行うほか、別記５木造建物調査算定要領により行うものとする。という ）。

木造建物要領〔軸組工法〕又は木造建物要領〔ツ２ 木造建物〔Ⅱ〕及び木造建物〔Ⅲ〕の調査は、

別記５木造建物調査算定要領 以下 木ーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法 のいずれか及び〕 （ 「

造建物要領等」という ）を準用して行うほか、当該建物の推定再建築費の積算が可能となるよう。

行うものとする。

３ 前２項の実施に当たっては、基準要領第７条 補正項目に係る建物のの各項目別補正率表に掲げる

各部位の補修等の有無を調査するものとする。
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（木造特殊建物）

第９９条 木造特殊建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごとに第８８条

で作成した図面及び調査書を基に積算するものとする。

なお、その積算にあたっては、 第２条第３項に定めるところによるものとする。木造建物要領

２ 木造特殊建物の補償額の算定は、監督職員から指示された移転工法に従い、建物要領により行う

ものとする。

（木造特殊建物）

第９９条 木造特殊建物の移転料を推定再建築費を基礎として算出するときは、建物ごとに第８８条

で作成した図面及び調査書を基に積算するものとする。

なお、その積算にあたっては、 第２条第３項に定めるところによるも木造建物要領〔軸組工法〕

のとする。

２ 木造特殊建物の補償額の算定は、監督職員から指示された移転工法に従い、建物要領により行う

ものとする。

（居住者等に関する調査）

第１１０条 居住者等に関する調査は、世帯ごとに次の各号によるほか、別記１１居住者調査算定要

領（以下「居住者要領」という ）により行うものとする。。

一 氏名及び住所（建物番号及び室番号）

二 居住者の家族構成（氏名及び生年月日）

三 住居の占有面積及び使用の状況

四 居住者が当該建物の所有者でない場合には、貸主の氏名等、住所等、賃料その他の契約条件、

契約期間、入居期間及び定期借家契約である場合にはその期間

五 貸家所有者については、所有する建物の各室毎の直近１２か月分の家賃収入額

六 その他必要と認められる事項

、 。２ 居住以外の目的で借家している者に対しては 前各号に掲げる事項に準じて調査するものとする

３ 前２項の調査は、賃貸借契約書、 により行うものとする。住民票等

（調査書の作成）

第１１２条 営業に関する調査書は、第１０９条の調査結果を基に営業要領及び営業調査積算要領に

より作成するものとする。

記載することによ２ 居住者等に関する調査書は、居住者要領に定めている各調査書に所定の事項を

ものとする。り作成する

３ 動産に関する調査書は、前条の調査結果を基に動産移転料要領及び動産要領により作成するもの

とする。

（居住者等に関する調査）

第１１０条 居住者等に関する調査は、世帯ごとに次の各号によるほか、別記１１居住者調査算定要

領（以下「居住者要領」という ）により行うものとする。。

一 氏名及び住所（建物番号及び室番号）

二 居住者の家族構成（氏名及び生年月日）

三 住居の占有面積及び使用の状況

四 居住者が当該建物の所有者でない場合には、貸主の氏名等、住所等、賃料その他の契約条件、

契約期間、入居期間及び定期借家契約である場合にはその期間

五 貸家所有者については、所有する建物の各室毎の直近１２か月分の家賃収入額

六 その他必要と認められる事項

、 。２ 居住以外の目的で借家している者に対しては 前各号に掲げる事項に準じて調査するものとする

住民票等の確認のほか、仮住居等に要する費用に関する調査算３ 前２項の調査は、賃貸借契約書、

定要領（平成３０年３月８日付け国土用第４５号土地・建設産業局総務課長通知（以下「仮住居要

領」という 、家賃減収補償調査算定要領（平成３０年３月８日付け国土用第４６号土地・建設。）

産業局総務課長通知（以下「家賃減収要領」という ）又は借家人補償調査算定要領（平成３０年。

によ３月８日付け国土用第４７号土地・建設産業局総務課長通知（以下「借家人要領」という ）。

り行うものとする。

（調査書の作成）

第１１２条 営業に関する調査書は、第１０９条の調査結果を基に営業要領及び営業調査積算要領に

より作成するものとする。

、２ 居住者等に関する調査書は 居住者要領に定めている各調査書に所定の事項を、 記載することとし

ものとする。仮住居要領、家賃減収要領及び借家人要領により調査書を作成する

３ 動産に関する調査書は、前条の調査結果を基に動産移転料要領及び動産要領により作成するもの

とする。
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（補償額の算定）

第１１３条 営業に関する補償額の算定は、監督職員から営業補償の方法につき指示を受けるほか、

営業要領及び営業調査積算要領により行うものとする。

仮住居等に要する費用、家賃減収補償及び借家人補償の算定は、前条第２項で作成した資料等を２

基に仮住居要領、家賃減収要領及び借家人要領により行うものとする。

３ 動産移転料の算定は、動産移転料要領及び動産要領により行うものとする。この場合において、

美術品等の特殊な動産で、専門業者でなければ移転料の算定が困難と認められるものについては、

専門業者の見積書を徴するものとする。

４ 移転雑費の算定は、移転雑費算定要領（平成３０年３月８日付け国土用第４９号土地・建設産業

局総務課長通知）により行うものとする。

（補償額の算定）

第１１３条 営業に関する補償額の算定は、監督職員から営業補償の方法につき指示を受けるほか、

営業要領及び営業調査積算要領により行うものとする。

仮住居等補償、家賃減収補償、借家人補償及び移転雑費の補償額の算定は、居住者要領により行２

うものとする。

３ 動産移転料の算定は、動産移転料要領及び動産要領により行うものとする。この場合において、

美術品等の特殊な動産で、専門業者でなければ移転料の算定が困難と認められるものについては、

専門業者の見積書を徴するものとする。

（調査）

第１１５条 土地等の権利者等が消費税法第２条第４号に規定する事業者であるときの調査は、次に

掲げる資料のうち消費税等の額又は消費税等相当額の補償の要否を判定等するために必要な資料を

収集することにより行うものとする。

なお、次に掲げる資料のうち「消費税及び地方消費税確定申告書（控 」等の１つの資料により）

判定が可能であるときは、それ以外の資料を調査する必要はないものとする。

一 前年又は前事業年度の「消費税及び地方消費税確定申告書（控 」）

二 基準期間に対応する「消費税及び地方消費税確定申告書（控 」）

三 基準期間に対応する「所得税又は法人税確定申告書（控 」）

四 消費税簡易課税制度選択届出書

五 消費税簡易課税制度選択不適用届出書

六 消費税課税事業者選択届出書

七 消費税課税事業者選択不適用届出書

八 消費税課税事業者届出書

九 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書

十 法人設立届出書

十一 個人事業の開廃業等届出書

十二 消費税の新設法人に該当する旨の届出書

十三 消費税課税事業者届出書（特定期間用）

十四 特定期間の給与等支払額に係る書類（支払明細書（控 、源泉徴収簿等））

十五 特定新規設立法人に該当する旨の届出書

十六 高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書

十七 適格請求書発行事業者登録に係る通知書

十八 適格請求書発行事業者登録に係る取消届出書

十九 その他の資料

２ 受注者は、前項に掲げる資料が存しない等の理由により必要な資料の調査ができないときは、速

やかに、監督職員に報告し、指示を受けるものとする。

（調査）

第１１５条 土地等の権利者等が消費税法第２条第４号に規定する事業者であるときの調査は、次に

掲げる資料のうち消費税等の額又は消費税等相当額の補償の要否を判定等するために必要な資料を

収集することにより行うものとする。

なお、次に掲げる資料のうち「消費税及び地方消費税確定申告書（控 」等の１つの資料により）

判定が可能であるときは、それ以外の資料を調査する必要はないものとする。

一 前年又は前事業年度の「消費税及び地方消費税確定申告書（控 」）

二 基準期間に対応する「消費税及び地方消費税確定申告書（控 」）

三 基準期間に対応する「所得税又は法人税確定申告書（控 」）

四 消費税簡易課税制度選択届出書

五 消費税簡易課税制度選択不適用届出書

六 消費税課税事業者選択届出書

七 消費税課税事業者選択不適用届出書

八 消費税課税事業者届出書

九 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書

十 法人設立届出書

十一 個人事業の開廃業等届出書

十二 消費税の新設法人に該当する旨の届出書

十三 消費税課税事業者届出書（特定期間用）

十四 特定期間の給与等支払額に係る書類（支払明細書（控 、源泉徴収簿等））

十五 特定新規設立法人に該当する旨の届出書

十六 高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書

十七 その他の資料

２ 受注者は、前項に掲げる資料が存しない等の理由により必要な資料の調査ができないときは、速

やかに、監督職員に報告し、指示を受けるものとする。
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（補償説明）

権利者に対し、土地の評価（残地補償を含む ）の方法、建物等の補償第１３５条 補償説明とは、 。

を行うことをいう。方針及び補償額の算定内容（以下「補償内容等」という ）の説明。

（概況ヒアリング等）

第１３６条 受注者は、補償説明の実施に先立ち、監督職員から 、取得等の対、当該事業の計画概要

象となる土地等の概要、移転の対象となる建物等の概要、 及びその他権利者ごとの補償内容、実情

必要となる事項について説明を ものとする。受け、概況を把握する

及び概況ヒアリングを行った後に 権利者等に対し、面２ 受注者は、現地踏査 補償説明の対象となる

補償説明を行うことについての協力を依頼するものとする。接等により

（概況ヒアリング等）

第１３６条 受注者は、補償説明の実施に先立ち、監督職員から 、取得等の対象とな当該事業の内容

る土地等の概要、移転の対象となる建物等の概要、 及びその他必要とな補償内容、各権利者の実情

る事項について説明を ものとする。受ける

２ 受注者は、 補償説明の対象となる 補償説明を行うことについて現地踏査後に 権利者等と面接し、

の協力を依頼するものとする。

（説明資料の作成等）

第１３７条 に対する説明を行うに当たっては、あらかじめ、現地踏査及び概況ヒアリング権利者等

等 の結果を踏まえ、次の各号に掲げる業務を行うものとし、 が完了したときは、そのこれらの業務

内容 等について監督職員と協議するものとする。

一 当該区域全体及び ごとの処理方針の検討権利者等

二 ごとの の確認権利者等 補償説明に係る事項

三 に対する説明用資料の作成権利者等

（説明資料の作成等）

第１３７条 に対する説明を行うに当たっては、あらかじめ、現地踏査及び概況ヒアリング等権利者

の結果を踏まえ、次の各号に掲げる業務を行うものとし、 が完了したときは、その内容これら業務

等について監督職員と協議するものとする。

一 当該区域全体及び ごとの処理方針の検討権利者

二 ごとの の確認権利者 補償内容等

三 に対する説明用資料の作成権利者

（ に対する説明）権利者等

第１３８条 に対する説明は、次の各号により行うものとする。権利者等

権利者等との面接は、 行うこと。ただし、やむを得ず面接以外の方一 ２名以上の者を一組として

法による場合は、あらかじめ監督職員にその方法等について確認すること。

二 は、事前に連絡を取り、日時、場所その他必要な事項について了権利者等と面接等を行うとき

解を得ておくこと。

２ に対しては、前条において作成した説明用資料を基に の理解が得られるよう十権利者等 補償説明

分な説明を行うものとする。

（ に対する説明）権利者

第１３８条 に対する説明は、次の各号により行うものとする。権利者

権利者と直接面接すること。一 ２名以上の者を一組として

二 は、事前に連絡を取り、日時、場所その他必要な事項について了解を得権利者と面接するとき

ておくこと。

２ 権利者に対しては、前条において作成した説明用資料を基に の理解が得られるよう十補償内容等

分な説明を行うものとする。

（記録簿の作成）

第１３９条 受注者は、 説明を行ったとき等は、その都度、説明の内容及び権利者等と面接等により

の主張又は質疑の内容等を補償説明記録簿（様式第１３１号）に記載するものとする。権利者等

（記録簿の作成）

第１３９条 受注者は、 説明を行ったとき等は、その都度、説明の内容及び の権利者と面接し 権利者

主張又は質疑の内容等を補償説明記録簿（様式第１３１号）に記載するものとする。

（補償説明）

土地等の取得等及びこれに伴う損失の補償を行う場合において、当該補第１３５条 補償説明とは、

償の方針、用地交渉の方法、その他当該土地等の取得等に関し協力を得るために必要と認める事項

の説明 ただし、補償説明には、地方整備局用地事務取扱規則第１４条に定めらを行うことをいう。

れた土地調書及び物件調書、地方整備局用地事務取扱細則準則第５２条に定められた補償協議書並

びに同準則第５５条に定められた契約書の説明等の各権利者に関する個別事項の説明は含まないも

のとする。
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（説明後の措置）

第１４０条 受注者は、補償説明の現状及び ごとの経過等を、必要に応じて、監督職員に報権利者等

告するものとする。

２ 受注者は、 のすべてについて が得られたと判断した当該権利者等に係る補償説明 権利者等の理解

ときは、速やかに、監督職員にその旨を報告するものとする。

３ 受注者は、 が説明に応じない 当該事業計画、 その他の事項で意権利者等 、又は 補償説明若しくは

、 、見の相違等があるため理解を得ることが困難であると判断したときは 監督職員にその旨を報告し

指示を受けるものとする。

（説明後の措置）

第１４０条 受注者は、補償説明の現状及び権利者ごとの経過等を、必要に応じて、監督職員に報告

するものとする。

２ 受注者は、 のすべてについて の理解が得られたと判断したと当該権利者に係る補償内容等 権利者

きは、速やかに、監督職員にその旨を報告するものとする。

３ 受注者は、 が説明に応じない 当該事業計画、 その他の事項で意見権利者 若しくは 補償内容等又は

の相違等があるため理解を得ることが困難であると判断したときは、監督職員にその旨を報告し、

指示を受けるものとする。

別記２

成 果 物 一 覧 表

別記２

成 果 物 一 覧 表

木造建物要領〔軸組工法〕第４条第２項64 不 可 視 部 分 調 査 表 Ａ－４
木造建物要領〔ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ工法又は木質系
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法〕第４条第２項
非木造建物要領第６条第１項

法 令 適 合 性 調 査 表 〃65

( ) 計 画 概 要 表 〃128
第
６ ( ) 面 積 比 較 表 〃129
章

( ) 計 画 概 要 比 較 表 〃130
・

発 生 材 価 額 算 出 表 〃66
別
記 建 物 移 転 料 共 通 建 物 移 転 料 算 定 表 〃 建物要領第６条67
５ ［ 再 築 工 法 ］
・

不 可 視 部 分 調 査 表 Ａ－４ 木造建物要領第４条第２項64
非木造建物要領第６条第１項

法 令 適 合 性 調 査 表 〃65

( ) 計 画 概 要 表 〃128
第
６ ( ) 面 積 比 較 表 〃129
章

( ) 計 画 概 要 比 較 表 〃130
・

発 生 材 価 額 算 出 表 〃66
別
記 建 物 移 転 料 共 通 建 物 移 転 料 算 定 表 〃 建物要領第６条67
５ ［ 再 築 工 法 ］
・

第５条石 綿 施 工 状 況 図 Ａ－４、Ａ－３又は ー２ 石綿調査算定要領A
第 のうちいずれか
６ 石 綿 調 査 算 定 写 真 撮 影 方 向 図
章

第４条関 石 綿 調 査 表 Ａ－４ 石綿調査算定要領86
係

第６条87 調 査 承 諾 確 認 書 〃 石綿調査算定要領

第４条石 綿 施 工 状 況 図 Ａ－４、Ａ－３又は ー２ 石綿調査算定要領A
第 のうちいずれか
６ 写 真 撮 影 方 向 図
章 石 綿 調 査 算 定

第５条関 石 綿 調 査 表 Ａ－４ 石綿調査算定要領86
係

第７条87 調 査 承 諾 確 認 書 〃 石綿調査算定要領

分類 業 務 区 分 様式番号 成 果 物 の 名 称 規 格 等 備 考

本規格により難い場合は、適宜の大き
建 物 等 配 置 図 Ａ－４又はＡ－３ さとする。53

木造建物要領〔軸組工法〕別添１図面作成基

準（別表）第
木造建物要領〔ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ工法又は木質系ﾌﾟﾚﾊ６

ﾌﾞ工法〕別添１図面作成基準（別表）章

・ 木 造建 物 調 査 ・積 算 建 物 調 査 図 〃 〃54

木造建物要領〔軸組工法〕第 条別 木 造 建 物 調 査 表 Ａ－４55-1 20
木造建物要領〔ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ工法又は木質系記 55-2
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法〕第 条５ 20

関
係 木 造 建 物 補 正 率 〃56

関 係 調 査 表

木造建物要領〔軸組工法〕第 条57-1 木造建物建築直接工事費 〃 45
木造建物要領〔ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ工法又は木質系57-2 計 算 書
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法〕第 条45

木造建物建築直接工事費 〃 建物要領第６条別記58
計算書〔曳家工法〕

分類 業 務 区 分 様式番号 成 果 物 の 名 称 規 格 等 備 考

本規格により難い場合は、適宜の大き
建 物 等 配 置 図 Ａ－４又はＡ－３ さとする。53

（ ）木造建物要領別添１図面作成基準 別表
第
６ 建 物 調 査 図 〃 〃54
章

木造建物要領第 条55 20木 造 建 物 調 査 表 Ａ－４
・ 木 造 建 物調 査 ・積 算

木 造 建 物 補 正 率 〃56
別 関 係 調 査 表
記

木造建物要領第 条５ 木造建物建築直接工事費 〃57 45
関 計 算 書
係

木造建物建築直接工事費 〃 建物要領第６条別記58
計算書〔曳家工法〕
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別記５

木造建物調査算定要領

別記５

木造建物調査算定要領

（調査の方法）

〔軸組工法〕又は木造建物要領〔ツーバイフォー工法又は第２条 木造建物の調査は、木造建物要領

により行うほか、次の各号により行うものとする。木質系ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法〕

一 １棟ごとに行う。ただし、同じ棟のなかに構造等の異種異質の箇所が併存する場合は、それぞ

れ区分して調査するものとする。

二 調査区域内の建物は、１棟ごとに番号を付するものとし、同一使用目的に供されている一画の

土地に同一の所有者に属する建物が存する場合は、当該建物（以下「一画地内の建物」という｡)

ごとに起点側からアラビア数字による通し番号を付し、更に一画地内の建物が２棟以上存する場

合は主たる建物からアルファベットによる支号を前記番号に付す。

〔軸組工法〕 又は木造建物要領〔ツーバイフォー工法又は木三 木造建物要領 第９条から第１９条

については、必要に応じて推定再建築費の積算が可能とな質系ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法〕第９条から第１９条

るよう、その他の事項について調査を行うものとする。

（調査の方法）

第２条 木造建物の調査は、 により行うほか、次の各号により行うものとする。木造建物要領

一 １棟ごとに行う。ただし、同じ棟のなかに構造等の異種異質の箇所が併存する場合は、それぞ

れ区分して調査するものとする。

二 調査区域内の建物は、１棟ごとに番号を付するものとし、同一使用目的に供されている一画の

土地に同一の所有者に属する建物が存する場合は、当該建物（以下「一画地内の建物」という｡)

ごとに起点側からアラビア数字による通し番号を付し、更に一画地内の建物が２棟以上存する場

合は主たる建物からアルファベットによる支号を前記番号に付す。

三 については、必要に応じて推定再建築費の積算が可能となる木造建物要領第９条から第１９条

よう、その他の事項について調査を行うものとする。

（平面図）

〔軸組工法〕 又は木造建物要領〔ツーバイフ第３条 平面図の作成は、木造建物要領 別添１（別表）

によるほか、築年次が異なる建物が接合しているォー工法又は木質系ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法〕別添１（別表）

場合は、建築年月別の床面積についても面積計算を行い記入するものとする。

（平面図）

第３条 平面図の作成は、 によるほか、築年次が異なる建物が接合して木造建物要領別添１（別表）

いる場合は、建築年月別の床面積についても面積計算を行い記入するものとする。

（積算単価等）

〔軸組工法〕 又は木造建物要領〔ツ第４条 補償金の積算に用いる単価等は、木造建物要領 第２３条

によるほか、次の各号によるものとする。ーバイフォー工法又は木質系ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法〕第２３条

〔軸組工法〕 又は木造建物要領〔ツーバイフォー工法又一 木造建物要領 第２３条第１号及び２号

の単価は、物件移転等標準書によるものとする。は木質系ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ工法〕第２３条第１号及び２号

二 物件移転等標準書に記載されていない単価については、次による。

（積算単価等）

第４条 補償金の積算に用いる単価等は、 によるほか、次の各号によるものと木造建物要領第２３条

する。

一 の単価は、物件移転等標準書によるものとする。木造建物要領第２３条第１号及び２号

二 物件移転等標準書に記載されていない単価については、次による。
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別記１４

写 真 台 帳 作 成 要 領

（写真撮影の対象物等）
第１条 写真撮影の対象物、標準撮影枚数及び撮影箇所等については、次のとおりとする。

用地調査等
共通仕様書 対 象 物 標準枚数 撮 影 箇 所 等
及び業務種別

別記１４

写 真 台 帳 作 成 要 領

（写真撮影の対象物等）
第１条 写真撮影の対象物、標準撮影枚数及び撮影箇所等については、次のとおりとする。

標準書の単価が適
種類ごとにその全景１

用できないもの
立

標準地調査を行 標準地とした区域の樹木等の概要が把握できるこ
１竹

ったもの と。

木
面積調査を行っ 調査した標準的な立竹木の形状寸法等が把握でき

１
たもの ること。

用 地調査 等
共 通仕様 書 対 象 物 標準枚数 撮 影 箇 所 等
及び業務種別

立竹木の
毎木調査を行っ 調査した区域内の樹木等の概要が把握できるこ

状況等に
たもの と。立

応じて適
宜竹
立竹木の

(第６章） 標準地調査を行 標準地とした区域の 樹木等の概要が把握全景及び
状況等に木

建物等の調査 ったもの できること。
応じて適
宜

立竹木の
面積調査を行っ 調査した標準的な立竹木の形状寸法等が全景及び

状況等に
たもの 把握できること。

応じて適
宜

立竹木の
種類ごとにその全景標準書の単価が適

状況等に
用できないもの

応じて適
宜
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用地調査等業務共通仕様書　様式

R6.4.1改正
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（様式 新設）

(以下、省略）

（Ａ－４判）様式第５５－１号

木 造 建 物 調 査 表
(軸組工法)

所 在 地 建物番号

建物所有者 電話 調査年月日 年 月 日

法人代表者 番号 受注者

所有者住所 調査者

構 造 用 途 年 月建築工法
建築年月

［確認資料］
１階床面積 ２階床面積 中２階床面積 延床面積 ［ ］

床 面 積
㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 経過年数

（Ａ－４判）様式第５５号

木 造 建 物 調 査 表
所 在 地 建物番号

建物所有者 電話 調査年月日 年 月 日

法人代表者 番号 受注者

所有者住所 調査者

構 造 用 途 年 月
建築年月

［確認資料］
１階床面積 ２階床面積 中２階床面積 延床面積 ［ ］

床 面 積
㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 経過年数

樋

数 量コード 種類（名称） 形状寸法等

様式第５５－２号（Ａ－４判）

木 造 建 物 調 査 表
（ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法）

所 在 地 建物番号

建物所有者 電話 調査年月日 年 月 日

法人代表者 番号 受注者

所有者住所 調査者

構 造 用 途 建築工法 年 月
建築年月

［確認資料］
１階床面積 ２階床面積 中２階床面積 延床面積 ［ ］

床 面 積
㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 経過年数

樋

材 質コード 種類（名称） 形状寸法等

く 体

壁 高



新 旧

（Ａ－４判）様式第５７－１号

木造建物建築直接工事費計算書
（軸組工法）

所 在 地 建 物 番 号

建 物 所 有 者 算定年月日 年 月 日電 話

法 人 代 表 者 耐 用 年 数 年番 号

所 有 者 住 所

建築工法構 造 用 途

１階床面積 ２階床面積 中２階床面積 延床面積
建 物 面 積

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

直接工事費 計

（Ａ－４判）様式第５７号

木造建物建築直接工事費計算書

所 在 地 建 物 番 号

建 物 所 有 者 算定年月日 年 月 日電 話

法 人 代 表 者 耐 用 年 数 年
番 号

所 有 者 住 所

構 造 用 途

１階床面積 ２階床面積 中２階床面積 延床面積
建 物 面 積

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

直接工事費 計

小 計樋 工 事 費

出典
単価名称 形 状 寸 法 単 位 単 価 金 額１階床面積

(コード番号)

小 計樋 工 事 費

出典
単価名称 形 状 寸 法 単 位 単 価 金 額数 量

(コード番号)
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（様式 新設）

(以下、省略）

（様式 新設）

様式第５７－２号（Ａ－４判）

木造建物建築直接工事費計算書
（ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法）

所 在 地 建 物 番 号

建 物 所 有 者 算定年月日 年 月 日
電 話

法 人 代 表 者 耐 用 年 数 年番 号

所 有 者 住 所

構 造 用 途 建築工法

１階床面積 ２階床面積 中２階床面積 延床面積
建 物 面 積

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

直接工事費 計

木材材積量

＊当該建物

コード 階層
壁高

（ｍ）
木材材
積率

採用

（A）

＊比較建物

コード 階層
壁高

（ｍ）
木材材
積率

採用

（A） （ B） （ C）＝（A）×（B） （ D）

対象面積

（㎡）

材積量

（m3）

採用材積量

（ｍ3）

用途毎材積量

計（ｍ3）

材積量

（m3）

用途毎材積量

計（ｍ3）

採用材積量

（ｍ3）

（ B） （ C）＝（A）×（B）

用途
対象面積

（㎡）

（ D）

床面積

（㎡）

用途
床面積

（㎡）

別　紙

仮設面積

コード

比較建物

布基礎長

コード

（A） （B） （C） （D）＝（A）×（B）×（C）

積算数量認定表

延床面積
（㎡）

規模補正率 形状補正率
仮設面積
（㎡）

認定値
（㎡）

（ツーバイフォー工法又は木質系プレハブ工法）

用途
１階床面積

（㎡）
基礎率

対象面積
（㎡）

基礎長
（ｍ）

（A） （B） （C）＝（A）×（B）
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様式第６７号　（Ａ－４判）

建物移転料算定表［再築工法］

区分 番号

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

内　　　　容 計　　　算　　　式 建物番号 建物番号 建物番号 備　考

所有者の氏名又は名称 整理番号

㎡

          建築面積 ㎡ ㎡ ㎡

基
本
事
項

          構造・用途

          延床面積 ㎡ ㎡

          経過年数 年 年 年

　　　　　建築工法
(1)

          建築年月 年　　月 年　　月 年　　月

          標準耐用年数 年 年 年

様式第６７号　（Ａ－４判）

建物移転料算定表［再築工法］

区分 番号

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

          建築年月 年　　月 年　　月 年　　月

          標準耐用年数 年 年 年

㎡

          建築面積 ㎡ ㎡ ㎡
基
本
事
項

          構造・用途

          延床面積 ㎡ ㎡

          経過年数 年 年 年

内　　　　容 計　　　算　　　式 建物番号 建物番号 建物番号 備　考

所有者の氏名又は名称 整理番号

様式第７０号　（Ａ－４判）

建物移転料算定表［復元工法］

区分 番号

(2)

(3)

(4)

(5)

内　　　　容 計　　　算　　　式 建物番号 建物番号 建物番号 備　考

所有者の氏名又は名称 整理番号

㎡

建 築 年 月 年　　月 年　　月 年　　月

延 床 面 積 ㎡ ㎡ ㎡

建 築 面 積 ㎡ ㎡

経 過 年 数

基
本
事
項

建 築 工 法

構 造 ・ 用 途
(1)

様式第７１号　（Ａ－４判）

建物移転料算定表［除却工法］

区分 番号

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) 年 年 年

(7) 年 年 年

内　　　　容 計　　　算　　　式 建物番号 建物番号 建物番号 備　考

所有者の氏名又は名称 整理番号

           延床面積 ㎡ ㎡ ㎡基
本
事
項

           算定の種別 イ（建物の一部を切り取る場合）又はロ（建物を再現する必要がない場合） イ イ ロ

           構造・用途

           建築年月 年　　月 年　　月 年　　月

           建築面積 ㎡ ㎡ ㎡

           標準耐用年数

           経過年数

様式第７１号　（Ａ－４判）

建物移転料算定表［除却工法］

区分 番号

(1)

(3)

(4)

(5)

(6) 年 年 年

(7) 年 年 年

㎡

           標準耐用年数

           経過年数

           延床面積 ㎡ ㎡ ㎡
基
本
事
項

           算定の種別 イ（建物の一部を切り取る場合）又はロ（建物を再現する必要がない場合） イ イ ロ

           構造・用途

           建築年月 年　　月 年　　月 年　　月

           建築面積 ㎡ ㎡

所有者の氏名又は名称 整理番号

(2)
　　　　　 建築工法

内　　　　容 計　　　算　　　式 建物番号 建物番号 建物番号 備　考

様式第６９号　（Ａ－４判）

建物移転料算定表［改造工法］

区分 番号

(2)

(3)

(4)

内　　　　容 計　　　算　　　式 建物番号 建物番号 建物番号 備　考

所有者の氏名又は名称 整理番号

　　　　　 建築工法
(1)基

本
事
項

           構造・用途

           建築面積 ㎡ ㎡ ㎡

           建築年月 年　　月 年　　月 年　　月

           延床面積 ㎡ ㎡ ㎡

様式第６９号　（Ａ－４判）

建物移転料算定表［改造工法］

区分 番号

(1)

(2)

(3)

(4)           建築年月 年　　月 年　　月 年　　月

           延床面積 ㎡ ㎡ ㎡
基
本
事
項

           構造・用途

           建築面積 ㎡ ㎡ ㎡

内　　　　容 計　　　算　　　式 建物番号 建物番号 建物番号 備　考

所有者の氏名又は名称 整理番号

様式第７０号　（Ａ－４判）

建物移転料算定表［復元工法］

区分 番号

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)経 過 年 数

基
本
事
項

㎡

建 築 年 月 年　　月 年　　月 年　　月

延 床 面 積 ㎡ ㎡ ㎡

構 造 ・ 用 途

建 築 面 積 ㎡ ㎡

内　　　　容 計　　　算　　　式 建物番号 建物番号 建物番号 備　考

所有者の氏名又は名称 整理番号



新 旧

様式第１１５号（Ａ－４判）

居 住 者 調 査 表

調 査
（借家人・借間人用） 調査者

年月日

住所又は所在地

氏名又は名称 電話番号

住 所
氏 名 又

又 は建物所有者
は 名 称

所在地

続 柄 氏 名 生 年 月 日 摘 要

現在（月
建物所有者との関係 借家・借間面積 貸主からの返還見込額 契約年月日 入居年月日

額）家賃

円 ㎡ 円

入居期間 摘 要住民基本台帳、住民票、

賃貸借契約書等の有無

月

、 「 」（備考） １ 居住者及び建物所有者が法人の場合には 下段に 法人を代表する者の住所及び氏名

を記入すること。

２ 「高齢である等の事情があるため生活圏が限定され当該生活圏外への転居が著しく困

難と認められる」者が借家又は借間している場合には、居住者の構成の欄の摘要に、そ

の理由（ 高齢者 「障害者」等）を記載すること。「 」、

３ 「貸主からの返還見込額」の確認方法は、原則として、契約書で行うが、契約書で確

認できないときは、貸主・借主双方からの聞き取りにより確認し、その旨を末尾摘要欄

に記載すること。

様式第１１５号（Ａ－４判）

居 住 者 調 査 表

調 査
（借家人・借間人用） 調査者

年月日

住所又は所在地

氏名又は名称 電話番号

住 所
氏 名 又

又 は建物所有者
は 名 称

所在地

続 柄 氏 名 生 年 月 日 摘 要

現在（月
建物所有者との関係 借家・借間面積 貸主からの返還見込額 契約年月日 入居年月日

額）家賃

円 ㎡ 円

入居期間 摘 要契約書、住民票等の有無

月

、 「 」（備考） １ 居住者及び建物所有者が法人の場合には 下段に 法人を代表する者の住所及び氏名

を記入すること。

２ 「高齢である等の事情があるため生活圏が限定され当該生活圏外への転居が著しく困

難と認められる」者が借家又は借間している場合には、居住者の構成の欄の摘要に、そ

の理由（ 高齢者 「障害者」等）を記載すること。「 」、

３ 「貸主からの返還見込額」の確認方法は、原則として、契約書で行うが、契約書で確

認できないときは、貸主・借主双方からの聞き取りにより確認し、その旨を末尾摘要欄

に記載すること。
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⑦
（

小
数

点
以

下
切

捨
て

）

様
式

第
１

２
０

－
３
号

設
計
、
工
事

監
理
等

業
務
報
酬

額
計
算

表

氏
名
又

は
名
称

上
段

：
設

計
業

務
量

下
段

：
工

事
監

理
等

業
務

量

建
物

番
号

用
途

建
築

物
の

類
型

用
途

等
工

法

延
床

面
積

①

基
準

面
積

②

㎡
当

対
象

面
　

　
積

③
=
①

-②

基
準

業
務

量

④

㎡
当

業
務

量

[
人

･
時

間
]

設
計

業
務

量

工
事

業
務

量

業
務

量
合

計

[
人

･
時

間
]

⑧

人
件

費
単

価 ⑨

棟
補

正

⑩

設
計

工
事

監
理

費

　

⑧
x
⑨

x
2
.
1(

x
⑩

)
⑤

⑥
=
④

+(
③

x⑤
)

＜
　

備
　

考
＞

様
式
第

１
２

０
－

３
号

設
計
、
工
事

監
理
等
業
務

報
酬
額
計

算
表

氏
名

又
は

名
称

上
段

：
設

計
業

務
量

下
段

：
工

事
監

理
等

業
務

量

建
物

番
号

用
途

建
築

物
の

類
型

用
途

等
工

法

延
床

面
積

①

基
準

面
積

②

㎡
当

対
象

面
　

　
積

③
=
①

-
②

基
準

業
務

量

④

㎡
当

業
務

量

[
人

･
時

間
]

設
計

業
務

量

工
事

業
務

量

工
法

別

補
正

率

⑦

設
計

業
務

量

工
事

業
務

量

⑧
=
⑥

x
⑦

業
務

量
合

計

[
人

･
時

間
]

⑨

人
件

費
単

価 ⑩

棟
補

正

⑪

設
計

工
事

監
理

費

　

⑨
x
⑩

x
2
.
1
(
x
⑪

)
⑤

⑥
=
④

+
(
③

x
⑤

)

＜
　

備
　

考
＞
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様式第１２３号

消 費 税 等 調 査 表

（１／２） 調査者 年月日

都道 郡 町

府県 市 区 村 大字

都道 郡 町
住 所

府県 市 村 大字

調査対象者

氏 名 又 は

法人・代表者名

調 査 対 象 物 件 名 ・ 用 途 調査対象物件の資産の区分

□ 事業用資産

□ 家事共用資産

基 準 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

前年(個人)又は
年 月 日 ～ 年 月 日

前事業年度

□ 前年又は前事業年度の「消費税及び地方消費税確定申告書（控）」

□ 基準期間に対応する「消費税及び地方消費税確定申告書（控）」

□ 基準期間に対応する「所得税又は法人税確定申告書（控）」

□ 消費税簡易課税制度選択届出書

調 □ 消費税簡易課税制度選択不適用届出書

査 □ 消費税課税事業者選択届出書

・ □ 消費税課税事業者選択不適用届出書

収 □ 消費税課税事業者届出書

集 □ 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書

し □ 法人設立届出書

た □ 個人事業の開廃業等届出書

資 □ 消費税の新設法人に該当する旨の届出書

料 □ 消費税課税事業者届出書（特定期間用）

□ 特定期間の給与等支払額に係る書類(支払明細書(控)、源泉徴収簿等)

□ 特定新規設立法人に該当する旨の届出書

□ 高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書

□ 適格請求書発行事業者登録に係る通知書

□ 適格請求書発行事業者登録に係る取消届出書

□ その他の資料

(注) 1 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４判縦とする。

2 本調査表には、消費税等相当額補償の要否判定フロー（標準）を添付すること。

様式第１２３号

消 費 税 等 調 査 表

（１／２） 調査者 年月日

都道 郡 町

府県 市 区 村 大字

都道 郡 町
住 所

府県 市 村 大字

調査対象者

氏 名 又 は

法人・代表者名

調 査 対 象 物 件 名 ・ 用 途 調査対象物件の資産の区分

□ 事業用資産

□ 家事共用資産

基 準 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

前年(個人)又は
年 月 日 ～ 年 月 日

前事業年度

□ 前年又は前事業年度の「消費税及び地方消費税確定申告書（控）」

□ 基準期間に対応する「消費税及び地方消費税確定申告書（控）」

□ 基準期間に対応する「所得税又は法人税確定申告書（控）」

□ 消費税簡易課税制度選択届出書

調 □ 消費税簡易課税制度選択不適用届出書

査 □ 消費税課税事業者選択届出書

・ □ 消費税課税事業者選択不適用届出書

収 □ 消費税課税事業者届出書

集 □ 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書

し □ 法人設立届出書

た □ 個人事業の開廃業等届出書

資 □ 消費税の新設法人に該当する旨の届出書

料 □ 消費税課税事業者届出書（特定期間用）

□ 特定期間の給与等支払額に係る書類(支払明細書(控)、源泉徴収簿等)

□ 特定新規設立法人に該当する旨の届出書

□ 高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書

□ その他の資料

(注) 1 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４判縦とする。

2 本調査表には、消費税等相当額補償の要否判定フロー（標準）を添付すること。



新 旧
消
費
税
等
相
当
額
補
償
の
要
否
判
定
フ
ロ
ー
（
標
準
）

Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｔ

【
表
－
２
に
よ
る
】

YE
S

NO
〔
課
税
事
業
者
〕

NO
法

人
か

基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
が

基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
が
5,
00
0万
円

課
税
売
上
割
合
が
95
％
以
上
か
つ

1,
00
0万
円
以
下
か

以
下
か

課
税
売
上
高
が
５
億
円
以
下
か

NO
YE
S

YE
S

YE
S

NO

個
人
事
業
者
の

YE
S

YE
S

YE
S

NO
課
税
事
業
者
を
選
択
し
て
い
る

簡
易
課
税
制
度
を
選
択
し
て
い
る
か

か
、
又
は
適
格
請
求
書
発
行
事

事
業
用
資
産
か

業
者
の
登
録
を
受
け
て
い
る
か

NO
No

〔
家
事
用
資
産
〕

特
定
期
間
の
課
税
売
上
高
又
は

NO
課
消

給
与
等
支
払
総
額
が
1,
00
0万

イ
課
税
売
上
げ
に
の
み
対
応
す
る
も
の
か

税
費

円
以
下
か

仕
税

入
額

YE
S
仕
入
控
除
税
額
の
計

れ
を

算
方
法
は
、
個
別
対

ロ
非
課
税
売
上
げ
に
の
み
対
応
す
る
も
の
か

等
区

応
方
式
か

YE
S

に
分

〔
免
税
事
業
者
〕

係
す

ハ
イ
及
び
ロ
に
共
通
す
る
も
の
か

る
る

NO

一
括
比
例

配
分
方
式

消
費
税
等
相
当
額
の
全
部
を
補
償

消
費
税
等
相
当
額
の
補
償
不
要

消
費
税
等
相
当
額
の
一
部
を
補
償

（
注
）
①
消
費
税
等
相
当
額
と
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
い
う
。

②
上
記
フ
ロ
ー
は
、
消
費
税
等
相
当
額
補
償
の
要
否
判
定
の
目
安
で
あ
る
た
め
、
収
集
資
料
等
に
よ
り
補
償
の
要
否
を
個
別
に
調
査
・
判
断
の
上
、
適
正
に
損
失
の
補
償
等
を

算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

③
消
費
税
等
相
当
額
の
要
否
判
定
経
路
を
朱
書
き
等
で
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。

消
費
税
等
相
当
額
補
償
の
要
否
判
定
フ
ロ
ー
（
標
準
）

Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｒ
Ｔ

【
表
－
２
に
よ
る
】

YE
S

NO
〔
課
税
事
業
者
〕

NO
法

人
か

基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
が

基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
が
5,
00
0万
円

課
税
売
上
割
合
が
95
％
以
上
か
つ

1,
00
0万
円
以
下
か

以
下
か

課
税
売
上
高
が
５
億
円
以
下
か

NO
YE
S

YE
S

YE
S

NO

個
人
事
業
者
の

YE
S

YE
S

YE
S

NO
課
税
事
業
者
を

簡
易
課
税
制
度
を
選
択
し
て
い
る
か

選
択
し
て
い
る
か

事
業
用
資
産
か

NO
No

〔
家
事
用
資
産
〕

特
定
期
間
の
課
税
売
上
高
又
は

NO
課
消

給
与
等
支
払
総
額
が
1,
00
0万

イ
課
税
売
上
げ
に
の
み
対
応
す
る
も
の
か

税
費

円
以
下
か

仕
税

入
額

YE
S
仕
入
控
除
税
額
の
計

れ
を

算
方
法
は
、
個
別
対

ロ
非
課
税
売
上
げ
に
の
み
対
応
す
る
も
の
か

等
区

応
方
式
か

YE
S

に
分

〔
免
税
事
業
者
〕

係
す

ハ
イ
及
び
ロ
に
共
通
す
る
も
の
か

る
る

NO

一
括
比
例

配
分
方
式

消
費
税
等
相
当
額
の
全
部
を
補
償

消
費
税
等
相
当
額
の
補
償
不
要

消
費
税
等
相
当
額
の
一
部
を
補
償

（
注
）
①
消
費
税
等
相
当
額
と
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
相
当
額
を
い
う
。

②
上
記
フ
ロ
ー
は
、
消
費
税
等
相
当
額
補
償
の
要
否
判
定
の
目
安
で
あ
る
た
め
、
収
集
資
料
等
に
よ
り
補
償
の
要
否
を
個
別
に
調
査
・
判
断
の
上
、
適
正
に
損
失
の
補
償
等
を

算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

③
消
費
税
等
相
当
額
の
要
否
判
定
経
路
を
朱
書
き
等
で
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。


